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平成27年６月29日（月曜日）

午前10時１分開会

会議に付した案件

○概要説明

県土整備部

１．高速道路等の整備状況について

２．港湾の整備状況について

３．クルーズ船の受入状況等について

商工観光労働部

１．宮崎県観光振興計画の策定について

○協議事項

１．県内調査について

２．次回委員会について

３．その他

出席委員（12人）

委 員 長 押 川 修一郎

副 委 員 長 田 口 雄 二

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員 井 本 英 雄

委 員 外 山 衛

委 員 山 下 博 三

委 員 島 田 俊 光

委 員 日 高 博 之

委 員 井 上 紀代子

委 員 新 見 昌 安

委 員 図 師 博 規

委 員 徳 重 忠 夫

欠 席 委 員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

県土整備部

県 土 整 備 部 長 図 師 雄 一

県土整備部次長
長 友 重 俊

（ 総 括 ）

県土整備部次長
東 憲之介

(道路･河川･港湾担当)

県土整備部次長
大 迫 忠 敏

(都市計画･建築担当)

高速道対策局長 前 内 永 敏

部参事兼管理課長 佐 野 詔 藏

用 地 対 策 課 長 山 路 博

道 路 建 設 課 長 瀬戸長 秀 美

港 湾 課 長 蓑 方 公

空 港 ・ ポ ー ト
明 利 浩 久

セールス対策監

都 市 計 画 課 長 森 山 福 一

高速道対策局次長 奥 泰 裕

商工観光労働部

商 工 政 策 課 長 日 下 雄 介

企 業 立 地 課 長 日 高 幹 夫

観 光 推 進 課 長 福 嶋 清 美

記紀編さん記念事業
松 浦 直 康

推 進 室 長

事務局職員出席者

政策調査課主任主事 日 髙 壮

議 事 課 主 査 松 本 英 治

○押川委員長 おはようございます。それでは、

ただいまから総合交通・観光・経済対策特別委

員会を開会いたします。

本日の委員会の日程についてでありますが、

お手元に配付の日程（案）をごらんください。

本日は、県土整備部と商工観光労働部におい

でいただき、県土整備部から高速道路や港湾の

平成27年６月29日（月曜日）
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平成27年６月29日（月曜日）

整備状況、クルーズ船の受け入れ状況などにつ

いて、商工観光労働部からは宮崎県観光振興計

画について、概要説明をいただきます。

その後、県内調査、次回委員会について御協

議いただきたいと思いますが、このような取り

進めでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○押川委員長 ありがとうございます。それで

は、そのように決定をいたします。

それでは、執行部入室のため暫時休憩をいた

します。

午前10時２分休憩

午前10時３分再開

○押川委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

早速でありますが、概要説明等につきまして、

図師県土整備部長にお願いいたします。

○図師県土整備部長 県土整備部長の図師でご

ざいます。よろしくお願いをいたします。

本日は、お手元にお配りしております資料に

よりまして、県土整備部より高速道路等の整備

状況について外２件、商工観光労働部より１件、

それぞれ担当課長から御説明いたします。どう

ぞよろしくお願いをいたします。

○前内高速道対策局長 高速道対策局長の前内

と申します。どうぞよろしくお願いをいたしま

す。

それでは、こちらの資料の１ページをお開き

いただきたいと思います。

済いません、恐縮ですが、座って説明をさせ

ていただきます。

資料の１ページ目でございますが、よろしい

でしょうか。高速道路等の整備状況について御

説明をいたします。

初めに、１番の整備状況の概要について説明

いたします。図の中に丸数字で１番から13番ま

で各区間に番号を振っておりますので、その番

号順に説明をいたします。

まず、北から順に、九州中央自動車道につい

てです。

１番の延岡―北方間の13.1キロメートルは、

開通済みです。

２番の高千穂―日之影間の5.1キロメートル

は、国が現在事業中です。早期供用を目指して

います。

３番の蘇陽―高千穂間は、国が計画段階評価

を行っています。これは、新規事業化を目指し

て、幅が１キロメートルほどある大まかなルー

トなどを検討しているものです。

４番の日之影―蔵田間は調査中であり、新規

事業化を目指しています。

また、番号は振っておりませんが、熊本県側

の矢部―蘇陽間も同様に調査中であり、小池高

山―矢部間は、現在事業中です。

次に、東九州自動車道についてです。

５番の大分県境から清武南までの127.8キロメ

ートルは、供用済みです。

６番の清武南―北郷間の17.8キロメートルは、

国が現在事業中です。早期供用を目指していま

す。

７番の北郷―日南間の9.0キロメートルは、国

が現在事業中であり、平成29年度に完成予定で

す。

８番の日南―志布志間の約40キロメートルは、

事業化に向けて都市計画手続中であり、６

月27、28日の２日間で、日南市と串間市で説明

会を開催したところです。

次に、都城志布志道路についてです。

国土交通省、宮崎県、鹿児島県で事業を進め
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平成27年６月29日（月曜日）

ているところであり、９番ですけれども、国土

交通省施行区間13.4キロメートルのうち、供用

済み延長は1.9キロメートルで、現在事業中区

間11.5キロメートルのうち、南横市―平塚間

の2.8キロメートルは、平成30年度に完成予定で

す。

10番の宮崎県施行区間8.6キロメートルのう

ち、供用済み延長は3.2キロメートルで、現在事

業中区間5.4キロメートルのうち、梅北―金御岳

間の2.5キロメートルは、平成29年度に完成予定

です。

11番の鹿児島県施行区間22.3キロメートルの

うち、供用済み延長は8.3キロメートルで、現在

事業中区間14.0キロメートルのうち、有明北―

有明間の4.3キロメートルは、平成29年度完成予

定です。

次に、12番のスマートインターチェンジにつ

いてです。スマートインターチェンジは、現在、

３カ所において、西日本高速道路株式会社及び

地元自治体と連携しながら事業を推進していま

す。北から順に、門川南スマートインターチェ

ンジは平成28年度完成予定、国富スマートイン

ターチェンジは平成31年度完成予定、山之口サ

ービスエリアスマートインターチェンジは平

成28年度完成予定です。

次に、13番の川南パーキングエリアについて

です。現在、西日本高速道路株式会社がトイレ

の増設工事を行っており、夏休み前までを目標

に完成予定です。また、給油所の新設を検討中

とのことです。

最後に、九州縦貫自動車道についてですが、

えびのから宮崎までが開通済みです。

以上が整備状況の説明です。

次に、２番の課題について説明をいたします。

まず、県土の骨格をつくらなければいけませ

んので、（１）ですが、まだ事業化できていない

区間の早期事業化が課題です。

また、（２）ですが、事業化できた区間は、早

期に供用開始することが課題です。

次に、安全安心の確保や利便性向上の観点か

ら、（３）ですが、本質的な対策である暫定２車

線区間の早期４車線化や居眠りによる車線の逸

脱を防ぐでこぼこの区画線など、当面の措置と

しての安全対策も課題です。

また、（４）ですが、給油所や休憩所などの充

実も課題です。事故を未然に防止するという観

点からも、休憩所などのさらなる充実が課題と

言えます。

最後の（５）につきましては、全体に関係す

る話になりますが、高速道路のさらなる利用促

進が課題です。

説明は以上でございます。

○蓑方港湾課長 港湾課でございます。

まず、港湾の整備状況について御説明いたし

ます。

資料の２ページをお開きください。

１の県内の港湾についてであります。下のほ

うの宮崎県の港湾位置図もあわせてごらんくだ

さい。

本県には、重要港湾が細島港、宮崎港、油津

港の３港、地方港湾が12港、水域のみを公告し

ている56条港湾が１港の合計16港があります。

続きまして、２の重要港湾の整備状況につい

てであります。

港湾の整備状況につきましては、代表して、

重要港湾３港の整備状況を説明させていただき

ます。

重要港湾３港につきましては、物流コストの

低減や安全性、利便性の向上など、港湾機能の

一層の充実・強化を図るため、防波堤や岸壁な
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どの各施設の整備に取り組んでおります。

また、地震津波対策として、防波堤を津波に

対して壊れにくくする、いわゆる防波堤の粘り

強い構造化や、避難階段などの避難施設の整備

を行っており、今後は、津波防潮堤などの海岸

事業の早期着手に向けた取り組みを行うことと

しております。

次に、具体的な整備内容について御説明いた

します。

３ページをごらんください。

細島港の整備状況でございます。下のほうに

港湾計画図をつけておりますので、あわせてご

らんください。

細島港は、九州の扇のかなめとしての東九州

の物流拠点と位置づけております。

それでは、表の中の現在までの主な整備状況

の欄をごらんください。

まず、北と南の２つの沖防波堤でございます

が、港内静穏度の確保と船舶航行の安全性向上

を図ることを目的に整備を行っております。下

の図では、黒丸１になります。北沖防波堤は県

が施工しており、南沖防波堤は国が施工してお

ります。

次は、国際コンテナターミナルです。下の図

では、⑩番と⑭番のところになります。国際コ

ンテナを取り扱うことを目的に、国と連携して、

水深13メートルと水深10メートルの２つの岸壁

とコンテナヤード、ガントリークレーン２基な

どの整備を行っております。平成12年８月から

供用開始しております。

続きまして、国際物流ターミナルです。下の

図では、⑰番のところになります。昨日、供用

開始の式典を行いましたので、テレビや新聞で

のニュースで取り上げられておりますが、バル

ク貨物を取り扱うことを目的に整備を行ってお

ります。国において、大型貨物船対応の水深13

メートルの岸壁の整備を行い、県が埠頭用地な

どの整備を行っております。

次に、今後の整備予定でありますが、先ほど

御説明いたしました北と南の沖防波堤の延伸と

地震津波対策としての防波堤の粘り強い構造化

の整備を予定しています。

また、下の図の黒丸２のところになりますが、

津波避難対策として、国際コンテナターミナル

の南側の牧島山に避難階段を２カ所設置する予

定であります。

課題としましては、世界的な船舶の大型化へ

の対応と、細島港の周辺は中国木材を初め多く

の企業が立地してきていることから、企業を誘

致できるための新たな用地の確保が必要となっ

ているという課題があります。このため、新た

な工業用地や大水深岸壁の計画を含む港湾計画

改定に向けて取り組んでいるところであります。

最近の話題としましては、今月の６日に中国

木材日向工場の第１期完成披露式が行われてお

ります。

続きまして、宮崎港です。４ページをごらん

ください。

宮崎港は、南九州の物流拠点、宮崎の海の玄

関口と位置づけています。

現在までの主な整備状況ですが、南防波堤を

港内静穏度の確保及び船舶航行の安全性向上の

ため、国において整備しており、下の図では、

黒丸１になります。

次は、航路の整備です。フェリーなどの船舶

が航行している航路を水深９メートルを確保す

るため、しゅんせつなどを行っております。国

が整備しており、下の図では、黒丸２になりま

す。

また、みやざき臨海公園として、サンビーチ

平成27年６月29日（月曜日）
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一ツ葉、サンマリーナ宮崎を県において整備し

ております。海洋性レクリエーションの拠点と

して、県内外の多くの方に利用されています。

今後の整備予定としましては、先ほど御説明

しました南防波堤を、地震津波対策として粘り

強い構造化や水深９メートル航路の拡幅を予定

しております。

また、黒丸３のところになりますが、津波対

策として、避難高台整備の事業を行っていると

ころです。東地区と一ツ葉地区に３カ所整備す

ることとしており、今年度は東地区の避難高台

の工事を予定しています。

課題としましては、マリーナ航路では、砂が

堆積しやすいという状況にあり、航路水深の維

持が課題であります。

最近の話題としましては、昨年10月にフェリ

ーが大阪南港から神戸港に変更され、アクセス

や利便性がよくなり、貨物や旅客の増加が期待

されております。

続きまして、油津港についてであります。５

ページをごらんください。

油津港は、県南地域の物流拠点と位置づけて

おります。

現在までの主な整備事業ですが、東外防波堤

を港内静穏度の確保及び船舶航行の安全性向上

のため、昭和56年から延伸工事を行っておりま

す。下の図では、黒丸１となります。

次は、下の図の黒丸２になりますが、東地区

埠頭です。水深12メートルと10メートルの岸壁、

コンテナヤードやチップヤード、多目的クレー

ン１基などを整備しております。

次は、堀川運河です。下の図の左側になりま

す。江戸時代に開削され、その後に築造され、

文化財になっている護岸の修復や復元の工事を

行うとともに、夢ひろばや夢見橋などの公園の

整備を行っております。

今後の整備予定でありますが、先ほど御説明

いたしました東外防波堤の延伸と地震津波対策

として粘り強い構造化の整備を予定しておりま

す。

それから、水深12メートルの岸壁については、

既存岸壁の改良を行い、構造上の強化を行って

まいります。

課題としましては、港の形状から、もともと

土地が狭く、また、現在、木材の需要がふえて

いるということもあり、木材などの貨物を保管

するための用地が不足しているという課題がご

ざいます。

最近の話題としましては、ことし３月に16万

トン級の大型クルーズ船に対応できる施設の整

備を行っております。そして、ことし７月７日

に13万トン級のボイジャー・オブ・ザ・シーズ

が、８月17日に16万トン級のクァンタム・オブ

・ザ・シーズが入港する予定となっております。

多くの観光客が訪れることとなっており、県南

地域を中心とした広域観光の振興や経済波及効

果に大きな期待が寄せられております。

なお、クルーズ船が接岸する岸壁は、図の⑩

番と⑨番になっています。

港湾の整備状況についての説明は以上であり

ます。

続きまして、クルーズ船の受け入れ状況等に

ついて御説明いたします。

資料の６ページをごらんください。

まず、１の誘致状況の（１）の寄港状況につ

いてであります。表は、本県の港湾に外国クル

ーズ船が寄港を始めました平成22年から27年ま

での寄港回数の推移を港ごとに暦年でまとめて

おります。

表の左から２列目に、国外、国内と記載して

平成27年６月29日（月曜日）
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いますが、国外の欄が、外国クルーズ船の、国

内の欄が、国内を発着港とするクルーズ船の寄

港回数を示しております。

平成24年には、一番下の合計欄にありますよ

うに20回の寄港まで増加しましたが、外国クル

ーズ船の多くが中国を発着であったため、平成24

年９月の尖閣諸島の問題などの影響で減少し、

平成25年には、国内クルーズ船のみ３回の寄港

となっております。

平成26年になり、２年ぶりに国外クルーズ船

が細島港に４回寄港し、県内合計で９回の寄港

となっております。

平成27年は、現在のところ、県内合計で外国

クルーズ船は８回の寄港が予定され、国内のク

ルーズ船と合わせまして合計で13回の寄港予定

となっております。

次に、（２）の受け入れ体制等について御説明

いたします。

まず、①の細島港についてでありますが、工

業港地区の連続する２つの長さ360メートルの岸

壁に、これまでに７万トン級までの大型クルー

ズ船が寄港しております。具体的な場所は、資

料３ページの下のほうの図の①②になります。

受け入れにつきましては、平成22年度に設立

され、県も参画しております日向市細島港クル

ーズ船受入協議会を中心に行っております。

なお、観光ツアーは、高千穂峡、日向岬、綾

などの観光地に食事やショッピングを盛り込ん

で行われております。

次に、②の宮崎港についてでありますが、西

地区の観光船用の長さ300メートルの岸壁に、こ

れまで２万トン級までの国内クルーズ船が寄港

しております。具体的な場所は、資料の４ペー

ジの下のほうの図の⑪の場所になります。

受け入れにつきましては、平成25年度に設立

され、県も参画しております宮崎港振興協会を

中心に行っております。

なお、観光ツアーは、青島、鵜戸神宮、綾な

どの観光地に食事を盛り込んで行われておりま

す。

次に、③の油津港についてでありますが、東

地区の連続する２つの長さ425メートルの岸壁

に、これまで７万トン級までの大型クルーズ船

が寄港しておりましたが、昨年度、船のロープ

を岸壁につなぐ係船柱や船が接岸する際にクッ

ションの役割をする防舷材などの係留施設の整

備を行い、16万トン級までの受け入れが可能と

なっております。具体的な場所は、資料５ペー

ジの下のほうの図の⑨⑩の場所になります。

受け入れにつきましては、本年３月に設立さ

れ、県も参画しております宮崎県南部広域観光

協議会を中心に行っております。

なお、観光ツアーは、青島、鵜戸神宮、飫肥

城、霧島などの観光地に食事やショッピングを

盛り込んで行われております。

次に、７ページの（３）の平成27年のクルー

ズ船の寄港予定について御説明いたします。

港ごとに寄港予定の内容を記載しております。

まず、細島港は、本県に初寄港となる７万ト

ン級のクルーズ船スカイ・シー・ゴールデン・

エラが、７月と８月に２回寄港する予定となっ

ております。

次に、油津港の表をごらんいただきたいと思

いますが、先ほど油津港の最近の話題でも説明

いたしましたが、上から４つ目のボイジャー・

オブ・ザ・シーズ、下から３つ目のクァンタム

・オブ・ザ・シーズが寄港予定となっておりま

す。

なお、クァンタム・オブ・ザ・シーズは16万

トン級であり、本県に入港するクルーズ船では、

平成27年６月29日（月曜日）
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これまでで最大となります。

ちなみに、本日６月29日は、表の上から３つ

目でありますけれども、コスタ・ヴィクトリア

が、これは７万トン級でございますが、油津港

に初入港しております。

次に、２の今後の課題についてであります。

県といたしましては、今後、クルーズ船の寄

港回数がふえることや、クルーズ船の大型化に

より１回当たりの観光客が多くなることから、

県、関係市、受け入れ団体などの連携をさらに

強化し、観光客が満足する受け入れ体制を整え

る必要があると考えております。

また、今議会に上程しております観光推進課

のクルーズ・ＬＣＣ元年推進事業や港湾課の油

津港利用・大型客船誘致支援事業などの事業を

活用するとともに、関係部局間の連携を図りな

がら、今後も積極的にクルーズ船の誘致や広域

観光コースの提案などに取り組んでいくことと

しております。

また、港湾課におきましては、以下の項目に

ついて対応が求められております。

まず、（１）の岸壁利用の調整についてであり

ますが、細島港や油津港のクルーズ船が寄港す

る岸壁は、チップ船やＲＯＲＯ船などの貨物船

が寄港する岸壁でもありますので、今後のクル

ーズ船の寄港回数の増加に対応して、貨物船と

クルーズ船の利用日が重ならないよう綿密な調

整を行いながら受け入れを行っていく必要があ

ると考えております。

次に、（２）の入出港時の安全確保についてで

ありますが、クルーズ船の入出港時の安全を確

保するため、海上保安部との協議や貨物船、漁

船、プレジャーボートなどの港湾利用者に対し

て、クルーズ船寄港の周知徹底と理解を図って

いく必要があると考えております。

説明は以上であります。

○福嶋観光推進課長 観光推進課でございます。

資料の９ページをお開きください。

今議会で議案として提出させていただいてお

ります宮崎県観光振興計画（案）について御説

明いたします。

まず、１の計画策定の理由ですが、４月に施

行した観光推進条例に基づき、観光振興に関す

る施策を総合的かつ計画的に推進するために策

定するものであり、期間につきましては、２に

ありますとおり、平成27年度から平成30年度ま

での４年間としております。

３の策定に当たっての基本的考え方ですが、

まずは、県総合計画の分野別計画という位置づ

けであること、次に、行政や観光事業者・団体、

県民が一丸となって、本県観光の再興に取り組

む指針となるものであります。

４の計画策定の経過ですが、ごらんのとおり、

観光審議会を初め市町村、関係団体等との意見

交換会を実施してきたほか、パブリックコメン

トも実施したところであります。

次に、10ページをごらんください。

観光振興計画（案）の概要について御説明い

たします。

計画案そのものは、お手元にある別冊のとお

りですが、本日は概要をまとめました特別委員

会資料のほうで御説明をさせていただきます。

まず、本県観光の現状と課題を、ページ左側

の観光を取り巻く環境の変化及び右側の本県観

光の現状の２つの視点で整理しており、その下

に記載しております課題を抽出したところです。

本県観光の現状と課題につきましては、前回

の委員会で御説明をしたとおりでございます。

次に、主な数値目標でありますが、ここに掲

げましたとおり、観光入り込み客数、延べ宿泊
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客数をふやし、ひいては観光消費額を伸ばすこ

とが、県経済の発展や地域の活性化を図る上で

最も重要であると考えております。

また、このほか、別冊の計画（案）本体では、

スポーツキャンプ、ＭＩＣＥなどに関しまして

も個別の数値目標を掲げておりますので、後ほ

どごらんいただきたいと思います。

これら課題を解決し、数値目標を達成するた

め、次のページになりますが、本県観光施策の

基本的方向として、５つの柱を掲げております。

１つ目の柱である、何度も訪れたくなる・泊

まりたくなる観光地づくりの中では、神話の源

流みやざきの県外におけるブランド定着や地域

の観光資源、例えば食や花を生かした観光地づ

くり、観光人財の育成やネットワーク・推進体

制づくり、おもてなしによる快適な受け入れ環

境の創出、広域連携の５つの項目を上げており

ます。

次に、２つ目の柱、スポーツランドみやざき

の推進では、全県的なスポーツキャンプ等受け

入れ体制の整備や、東京オリンピック・パラリ

ンピックを見据えた誘致体制・活動の強化、ま

た、レジャースポーツの推進など３つの項目を

上げております。

３つ目の柱、訪日外国人の誘客促進では、Ｗ

ｉ―Ｆｉなど受け入れ環境の整備、国や地域と

いったターゲットを明確にした誘客、観光ガイ

ドなどグローカル人財の育成、広域連携という

４つの項目を上げております。

４つ目の柱、みやざきＭＩＣＥの確立では、

ＭＩＣＥを官民一体で推進するための体制の整

備や受け入れ体制の強化、本県の認知度向上に

よるＭＩＣＥの誘致促進といった３つの項目を

上げております。

最後に、効果的なＰＲと情報発信では、ター

ゲットを明確にしたＰＲ、ＳＮＳ等を活用した

情報発信の２つの項目を上げております。

これら基本的方向に沿って、具体的な施策を

総合的かつ計画的に推進することとしておりま

す。

宮崎県観光振興計画（案）の説明は以上であ

ります。

○押川委員長 執行部の説明が終わりました。

御意見、御質疑がございましたら、御発言を

お願いを申し上げたいと思います。

○図師委員 資料１ページの高速道路の整備状

況についてなんですけれども、川南パーキング

でトイレの増設が検討されてるということで、

具体的に進んでる内容はお聞きしてるとこなん

ですが、このパーキングエリアのその利活用で、

パーキングエリアに隣接する町有地があるんで

すが、ここでたびたび、パーキングに出入りが

できるような活性化事業が行われておって、県

からも、ある程度、補助をいただいているとい

う話も聞くんですが、このパーキングエリアを

活性化させていくための町側との連携というの

は、今どれぐらいされてるものでしょうか。

○前内高速道対策局長 お答えいたします。

川南パーキングエリアのその利活用につきま

しては、現在、西日本高速道路株式会社、それ

と川南町が検討されておりまして、県といたし

ましては、高速道路の利用者がちゃんと利便性

が高まるように要望しておるということでござ

いまして、また、これからも西日本高速道路株

式会社には要望してまいりたいと考えておりま

す。

以上です。

○図師委員 パーキングエリアとサービスエリ

アの違いで、やはりパーキングエリアでは、基

本的には、飲食物の提供にはやはり制限があっ
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て、加工品の販売なんかはパーキングエリアで

もされてるんですが、いわゆる生ものとか、そ

の場で火を使って焼いたお肉とか、そういうも

のの提供がかなり制限が厳しいようなんですが、

そのあたりの緩和について、ネクスコ側と県と

で折衝されてる経緯はあるんでしょうか。

○前内高速道対策局長 県とネクスコ西日本と

の間では接触はしてございません。

○図師委員 パーキングエリアとしての機能拡

大に関しては大いに進めていっていただきたい

ところなんですが。そもそも、あそこの川南の

パーキングは両サイドに設置をされる、また、

それもサービスエリアとして設置がされるほど

の土地も、もう確保されておるんですが、両側

でのパーキングの設置というのは、将来的には

考えられてないのでしょうか。

○前内高速道対策局長 現在の川南パーキング

エリアの姿、そして、将来の川南パーキングエ

リアの姿がどうなるのかというところは、実は、

県ではなくて、その高速道路株式会社、または、

その所有者であります独立行政法人日本高速道

路保有・債務返済機構、こちら側の考える話で

はございます。

ただ、委員の御指摘のとおり、実は東九州自

動車道自体が上り下り合わせて２車線ではなく

て、上り下り合わせて４車線の道路で計画をさ

れている。そして、道路が４車線になった暁、

これはいってみれば、今よりも交通量がたくさ

ん乗っているという状態ですので、今の海側だ

けの敷地では、当然不足することは、これは県

の立場から見ても明々白々なところでございま

す。

ですから、今後、その交通需要の伸びに従っ

て、この山側のほうをどのようにされるのかと

いうことは、高速道路株式会社や高速道路機構

において検討がなされるものと承知をしており

ます。

○図師委員 最後に。このパーキングエリアが、

一つは防災の拠点でもあったり、やはり、県の

観光事業全体にも大きな役割をなすパーキング

エリアだと思いますので、トイレの拡充にとど

まらず、地域が行う、町が行うようなイベント

にも県としても積極的にかかわっていただきた

いし、部局横断的に観光のほうもどんどん加わっ

て、よりパーキングエリアの利用者がふえ、観

光客が高速道路をただ通過していくだけでなく

て、とめさせて、そして情報発信できるような

機能拡充にどんどん協力をいただければと思い

ますので、要望で。何かあれば。

○前内高速道対策局長 委員の御指摘の点は非

常に大事なところでございまして、県土整備部

といたしましても、そのような観点から西日本

高速道路株式会社に要望しておりますし、また、

県土整備部以外の担当部局の取り組みといった

ものにも期待をしております。よろしくお願い

します。

○押川委員長 ほかにございませんか。

○緒嶋委員 細島港でありますけれども、扇の

かなめという言葉はすばらしいんですけれども、

扇のかなめというのは放射線状にルートがなけ

れば、縦と細島港だけでは扇のかなめとは言え

ないわけです。だから、扇のかなめを、いかに

早く、本当にその形に持っていくかということ

が、言葉だけで扇のかなめというのは簡単だけ

ど、形として、いかに扇のかなめに方法として

持っていくかというのが一番重要だと思うんで

すが、そのあたりは当然、この九州中央自動車

道あるいは国道でいえば327号線とか、いろいろ

な道路が扇状に広がっていかなければ、細島港

が、本当の扇のかなめとしての位置づけにはな

平成27年６月29日（月曜日）
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らないと思うんですけれども。

今、高千穂―日之影間は順調に工事が進んで

おるということでありますので、これをいつま

でに完成させるという建設の完了時期というの

を、やはり、できるだけ早く示すということが、

また次のステップにも進むわけですが、このあ

たりについてどのように考えておられるか。

○前内高速道対策局長 委員が御指摘の高千穂

―日之影間の完成目標が明示できないのかとい

うところでございますが、国土交通省からお聞

きしているところでありますと、トンネルの技

術的な問題、具体的には地質の問題と聞いてご

ざいますが、そちらの関係で、まだ具体的な完

成目標、供用目標が明示できていないというふ

うに聞いております。

○緒嶋委員 それは現実的にはそうだと思うん

ですけれども、南のほうの清武―北郷間は土質

の関係でああいうことで変更があったというよ

うなことで、そういうことが慎重に言われてい

るんだろうと思うんですけれども、ああいうよ

うな土質とは全然違うだろうと私は思ってるん

ですけれども。そういうことを含めたら、やは

り地域の期待感もあるし、さらに高千穂―五ヶ

瀬―蘇陽間の20キロについても、もう２回目の

小委員会を開かれたわけでありますので、あと

は地元にどの時点で説明会を開くのか、そして

最終的な決定ルートに結びつく第３回を、いつ

ごろを目標にしておられるのか、このあたりは

どうですか。

○前内高速道対策局長 委員が御指摘の九州中

央自動車道をできるだけ早く完成、供用させた

いという思いは私どもも一緒ですし、恐らく国

土交通省も同じではないかと思っております。

そういった意味から、高千穂―日之影間につ

きましては、事業主体である国交省も頑張って

その事業をしていただいていると感じておりま

すし、私どもも要望して、それをまた受けとめ

ていただいているところでございます。

また、蘇陽、五ヶ瀬、高千穂の計画段階の評

価の話でございますが、こちらにつきましても、

できるだけ早期に九州地方整備局で行われます

小委員会、これを早く開催していただくよう、

国土交通省には引き続き要望してまいりたいと

思っております。

○緒嶋委員 きょうは、井本会長も来ているん

ですけれども、九州中央３県で、８月には、ま

た国交省九州整備局にも要望に行こうというこ

とにしております。やはり、扇のかなめとして

の位置づけが、言葉だけじゃなく物になるため

には、この九州中央自動車道の整備がいかに進

むか。熊本県側も小池高山まではもう完成した

わけで、北中島までも大体順調に進み、矢部ま

で、部分的には、もう橋梁等の建設が始まって

いるわけです。どちらかというと、宮崎県のほ

うが、まだおくれておるというような感じを私

は持っております。

その中で、延岡―蔵田間が国交省が直轄管理

ということで、今まで県が管理したのを、これ

は代行とか権限代行の事業ということでいろい

ろ問題があったわけですけれども、これも強く

要請して、何とかそういうふうに持っていって

いただいたわけでありますので、我々ももちろ

んですけれども、地元もだけれども、やっぱり

県が積極的に、知事を初め部長、その他の皆さ

ん方がいかに動くかというのが事業進捗の大き

なポイントにもなる。特に、今後は公共事業と

いうのが、いろいろと費用対効果というような

問題で課題も多いわけですので、ぜひ、今まで

以上に積極的に進めるというか努力していただ

きたいということを強く要望しておりますが、
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部長の意気込みをお聞かせください。

○図師県土整備部長 ありがとうございます。

今、国のほうでインフラストック効果、これを

しっかり検証して、国民に公共事業の効果とい

うのをしっかり訴えていけという御指導がござ

います。

先日、宮崎市においても、知事を初めとして

国土交通省、それから民間団体の代表の方に御

出席をいただきまして、宮崎において、例えば

東九州自動車道あるいは細島港、こういった整

備が着々と進んでおります。今、これのストッ

ク効果というのを、民間を含めてしっかり検証

しているところでございます。

先日、６月28日に細島の国際物流ターミナル

を供用開始いたしました。東九州自動車道と相

まって、非常に地域が活性化をしていると、そ

ういう状況がございます。今、宮崎は非常に光

が当たってるというふうに思っておりますので、

このチャンスをしっかり捉えて、委員が御指摘

のとおり、東九州自動車道の県南区間もござい

ますけれども、九州中央道、その他港湾整備も

含めて、ストック効果をしっかり検証し、国土

交通省にも訴えていき、そして、できるだけ早

期にこういう社会基盤が整備できますように、

これからも知事を先頭に頑張っていきたいとい

うふうに思っております。

以上でございます。

○緒嶋委員 今度の連休、高千穂は12万を超す

観光客が来たんです。これも、四国を含めて大

分までつながったということ、それと、延岡、

蔵田まで延びたということ。そういうことであ

るので、九州中央自動車道が完成すれば、阿蘇

に来る1,700万の観光客、これは観光推進ちゅう

立場からも、道路の整備が進めば、ますますもっ

て宮崎のほうに観光客が流れやすくなる。そう

いう意味では、観光振興という意味でも、この

九州中央自動車道というのは、私はインパクト

は物すごくあると思うんです。そして、物流が

進めば、扇のかなめとしての細島港の位置づけ

も実績として上がってくるということでありま

すので、観光推進の立場で九州中央自動車道を

どう見ておられるか、観光推進課長に伺います。

○福嶋観光推進課長 今、委員が御指摘のとお

り、この九州中央自動車道ができたときの観光

客の宮崎への入り込みというのは、かなりふえ

るだろうというふうに考えております。

先ほど、ゴールデンウイーク中の高千穂のあ

れは1.5倍の入り込み客というお話はございまし

たけれども、県のほうで県内38カ所の観光地を

調査しましたところ、その効果は日南のほうま

で及んでおりまして、多くの地点でかなり増加

したと、県平均で８％ほど、昨年に比べて入り

込み客が増加したという報告がございました。

高速道路が開通する影響というのは、非常に大

きいと考えておりますので、ことし６月の今回

の肉づけ予算でも、そういった経済効果を調査

する予算というのも上げております。開通前と

開通後の効果などを、また見ていきたいと考え

てるところです。

以上です。

○緒嶋委員 それと、国が外国人観光客を2,000

万人にしたいという中で、九州では、やはり高

千穂を通ったコースで宮崎のほうに流れるとい

うルートも一つ考えられているわけです。そう

なれば、基本的には観光客というのは道路を使っ

て移動する、鉄道もありますけれども、船もも

ちろんあります。そういうことであれば、これ

を重点的に、やはり南のほうも続けるというこ

とが、宮崎県は将来的には、人口減少の中では、

交流人口をいかにふやすかということで宮崎県
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の発展を考える場合には、人的なものも含めた

物流という、それをいかに強めていくかと、やっ

ぱり、この一点が一番重要だと思うわけです。

そしてまた港湾にしても、もうほかの県は、

クルーズ船は、福岡、博多は、宮崎県の今まで

のトータルの55ぐらいは、年間、これ以上、博

多なんかには来ているわけです。長崎でも同じ。

でありますので、そういうことを考えたら、九

州でもクルーズ船が接岸するのは、実際は宮崎

県が一番少ないわけです。そういうことを考え

た場合には、宮崎県は全ての意味で、まだイン

フラがおくれておるということが一番の課題で

あるという認識を持って進めなければ、私は前

になかなか進まないというふうに思います。

そこで、港湾計画も、ほかの県は14メーター

港湾というのは、かなり進んできておるわけで

す。宮崎県は今度できて13メーターであります

ので、次の港湾計画では水深14メーターを目指

してやるというような港湾計画に持っていくと

いう考え方があるのかどうか。

○蓑方港湾課長 今、細島港の港湾計画の見直

しの作業を行ってるところでございますけれど

も、今現在、細島港は水深13メートルの岸壁で、

昨日、供用開始したばかりですが、それでも、

さらに大型化というのが進んでいまして、13メ

ートル水深でも足りないような船舶の需要がご

ざいます。そういうことで、今作業をしており

ます港湾計画の中では13メーターを超えるよう

な、14メーター以上の水深を持った岸壁につい

て検討しているところでございます。

○緒嶋委員 14メーターと言わずに、15、16で

も17でも、深いほうがいいわけです。油津港も

ですが、そういう将来見据えた考え方というか、

そういうものじゃないと、宮崎県の位置づけと

いうのが、なかなか上がっていけないと。どこ

にも負けない港湾施設があるということが一番

の強みになるわけですので、計画の中ではそう

いうものを具体的に示して努力目標にしていた

だきたいということを要望して、私の質問を終

わります。

○日高委員 さっきの質問を継続しますが、14

メーター以上のということで、私も一般質問で

示したんですが、日向の製錬所沖、これは点線

になってるんですけれども、今後、これが、や

はり一番候補地としては高いのかなと。

きのう、細島港のターミナル供用開始式で、

そういう話もいろんなとこから出てきまして、

国土交通省のほうからもそういう話も出たわけ

でありますので、今後、こういったことを進め

るのであれば、先ほどもチャンスをしっかりと

捉えるという面からも考えているということな

んで、この辺のスピード感も必要だというふう

に思いますが、計画的にどういう形で持ってい

かれるのかということをお伺いします。

もう一つ、港湾でいいますと、クルーズ船が、

これは宮崎港でも入りますよね。西都原古墳の

世界遺産登録を目指しているわけです。もう、

これは明らかにやってる。まず目指すためには、

やはりその呼び水、それまでにやるプロセスと

いうものをつくっていかなくちゃいけないんで、

私はこの３港に西都原のルートを早急に取り入

れていくこと。世界のどこへ行っても、私ども

世界旅行をするとしたとき、世界遺産はどこな

のかということで行きますもんね。これは絶対

来られると思うんで、その辺の考えをお伺いし

たいと思います。

○蓑方港湾課長 港湾計画についてお答えした

いと思います。

今、細島港の港湾計画の作業を行っていると

ころですけれども、港湾計画の作業を行うに当

平成27年６月29日（月曜日）
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たりまして、もっと長期的な構想、長いスパン

での港のあり方というのを検討する長期構想委

員会というのがございます。それにつきまして

は、地元のいろいろな利用者の方々ですとか、

いろんな皆さん方の御意見を聞きながら行って

おりまして、その中では、今の日向製錬所の沖

合のところについての埋め立てと、そこに大型

の岸壁を行うといいんではないかというような

御意見もいただいているところでございます。

そういうことをもとに、港湾計画の作業を行っ

ているところであります。

港湾計画につきましては、今年度に港湾計画

ができないかというようなスケジュールで検討

を行っているとこでございます。

○福嶋観光推進課長 クルーズ船でお越しに

なったお客様が西都原に周遊することについて

でございますけれども、ここには例示として挙

がっておりませんが、その都度その都度、周遊

ルートというのは変わりまして、西都原がルー

トに入ることも、当然ございます。

それと、受け入れを行っているのが、日向に

協議会がございます。それと、日南のほうも10

市町で協議会をつくっておりまして、そういっ

たところで、こういうルートを加えてほしいと

いうような提案もしていくという話を伺ってお

ります。

○日高委員 今、緒嶋委員のほうからストック

効果の話もございまして。これは、いわゆる港

湾関係で、地方創生も含めてやっていく中で、

観光分野と港湾計画の部分。チャンスを捉えて、

今やらなくちゃいけないというようなことで、

県も国も示している部分もあるけれども、計画

は長期計画ということで、その辺の部分が集中

してできないものかなということをちょっとお

聞きしたい。

あと、西都原については、具体的に西都原と

いう宣伝を教育委員会があれだけ一生懸命やら

れておって、観光分野と一緒にやっていくこと

は必要だと思いますんで、要望として、ぜひ西

都原のルートを入れてもらいたいというふうに

思います。

○蓑方港湾課長 長期構想委員会と港湾計画と

いうのがございまして、その関係ですけれども、

港湾計画につきましては、おおむね10年から15

年ぐらい先の計画、10年から15年先のことを目

標とした計画でありまして、長期構想委員会と

いうのは、それの倍のおおむね20年から30年ぐ

らいの期間の長いスパンでの計画です。

長期構想計画をまずつくって、その中から、

そのうちの10年から15年ぐらいのところの分の

港湾計画というのを計画として位置づけます。

計画ができましたら、必要性の高いものから、

整備については早く行っていきたいと考えてい

るところです。

○日高委員 関連で。国土交通省と協議を進め

て、国土交通省のほうからもやろうかなという

物すごく前向きな発言が返ってくるんですね。

県ももっと前向きに考えていただければという

ふうに、ちょっと疑問を持ったところですが、

よろしくお願いいたします。

それと、もう一個、済みません。観光振興計

画、これのパブリックコメントはどれくらい上

がってきてるんですか。

それと、それに関連して、うまいことつくっ

てるなと思ったのは、施策で想定される推進主

体ということで、二重丸とか丸とか書いてある

んですけれども、これにつながるんですよね、

パブリックコメントというか、市民がこの計画

にどれだけ乗っかってくるのか。これが計画で

終わるのか、それとも実行に移せる計画なのか

平成27年６月29日（月曜日）
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ということで、これは大きいターニングポイン

トだと思うんですけれども、課長、その辺はど

うでしょうか。

○福嶋観光推進課長 まず、パブリックコメン

トについてでございますが、ほぼ１カ月近く募

集いたしたんですが、結果としては１件でござ

いました。（「１件」と呼ぶ者あり）はい。

１件の内容は、スポーツランドづくりに関し

て、市街周辺のいい環境を生かして、プロだけ

でなくアマチュアスポーツ、学生なども呼び込

むべきだという御意見でございました。

パブリックコメントにつきましては、先日の

常任委員会でも少ないということで御指摘を受

けたところでございます。周知の方法とか、い

ろいろ今後考えていきたいということでお答え

をしたところでございました。

それと、次に推進主体のことでございますけ

れども、これは今回初めて、今回の計画からこ

ういう形にさせていただきました。それぞれが

当事者意識を持って取り組むという姿勢を示し

たものでございますけれども、これを一番生か

したいと思ってますのが、プロジェクトチーム

の立ち上げに関してでございます。知事の政策

提案の中で、観光再興についてはプロジェクト

チームをつくってやるということを申し上げて

るところですけれども、プロジェクトチームを

立ち上げるに当たっては、行政はもとより関係

事業者、それと地元の方々も加わっていただい

て戦略をつくり、その戦略が後に実行されるよ

うな形に持っていきたいというところで考えて

るところです。

以上です。

○日高委員 宮崎県は、県民が多分120万人いて、

１件というのは余りにも、人口比から見ても、

何％かと聞かれたら、0.00……になってくるわ

けです。それで、それは計画になるんですよね、

これは計画案ですよね、これをつくっていくわ

けですよね。そうなってくると、どう考えても、

それはちょっと厳しくないですか。計画、これ

を実行していくことは厳しいですよね。─も

う、いいです。

プロジェクトチームをつくって、そういった

県民の皆様とともに、まずは関心を持たせるよ

うに、今後取り組めるように要望いたします。

○押川委員長 要望ということで。

○図師県土整備部長 先ほど、日高委員からの

港湾計画改定に向けての県の取り組みのお話で

ございます。

今、この細島の港湾計画の改定のためには、

県の審議会ももちろんなんですが、国の審議会

を経る必要があります。国の審議会ということ

になりますと、日本国内全体で見て細島港の位

置づけということを明確にしていかなければい

けないということになります。

現在、私たちは細島で、御存じのとおり、日

向製錬所とか東ソーとか、国内の販売シェアトッ

プの企業が張りついております。こういったと

ころが、もう既に大型の船舶が、いわゆる喫水

を浅くするために、本当は満載で入りたいんだ

けれども、よその港でちょっと荷をおろして喫

水を浅くして、そして入って来ざるを得ない、

そういう状況もございます。そういう非常に非

効率な状況になっている。あるいは、国内の販

売シェアがもうトップですから、今後─東九

州もつながりました─どんどん販売シェアが

さらに伸びていく可能性が高い。こういったと

ころの話を整理して、そして九州地方整備局と

も御相談させていただきながら、今、本省のほ

うに協議をしているとそういう状況でございま

す。
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先ほど港湾課長が申しましたように、今、細

島に非常に光が当たってまして、今が一番のタ

ーニングポイントだというふうに思っています

ので、年内に何とか改定にこぎつけることがで

きるように、精いっぱい頑張ってまいりたいと

いうふうに考えております。

以上でございます。

○日高委員 お願いします。

○井上委員 今、部長から答弁いただいたので、

大体そういうことが聞きたかったわけですが。

今、港湾に光が当たってるわけです。そして、

特にうちでいえば、細島だけでなく宮崎にも、

それから油津にも、どんどん光を当ててほしい

わけです。そして、特に油津港は大型船が入っ

てくると、そして観光客が固まって入ってくる

ということとかあるわけです。私としては、港

に必要なものはきちんと整備しておいてもらい

たいわけです。どこから借りてきて、あそこか

ら借りてきてというふうにして、そのときの時

間はいいかもしれないけれども、本来、港とし

ての力というのをどうつけるかということが大

事だと思うんです。

油津港に至っては、県南地域の観光の振興も

含めて、これは大きな力を発揮できる立場にあ

るわけですね。だから、少なからず、そういう

ものをそのままに置いといてというか、そのと

きだけお茶を濁してじゃ困るので、ずっと継続

的に宮崎県がそこにお客様を受け入れることが

できるように、そして、それぞれの３つの港の

役割がきちんと果たせるようにしていかないと

いけないと思うんです。

だから、今の段階だけで、国からもそういう

光が当たっているということを含めて、プラス

アルファ、県としても、どうそこに力を入れて

いくのかということが重要なんじゃないでしょ

うか。

だから、はっきり言えば、予算をとらないと

いけないことについては、しっかり予算をとら

ないといけないということです。だから、それ

をどのように県土整備部としてやっていこうと

しているのか、港湾整備に。あんまり言うと、

金がないんですという話だけで終わってしまい

そうなので、聞いてても、もう一緒かなと思っ

て、先ほどの御意見とかを聞かせていただいて

たんだけれども。そうではなくて、やっぱり地

域にとって、地方にとって、ここの宮崎県にとっ

て、こうだといったら、やっぱりプラスアルファ

を考えながら予算をとってくる力を持たないと、

地方創生の金も流れていくだけでは困るのでは

ないかと思うんですけれども、そこはどうなっ

てるんですか。

○図師県土整備部長 細島につきましては、先

ほど申したような状況でございます。

油津につきましては、正直、そこは荷物のヤ

ードがそんなに広くはない状況になっておりま

す。私どもとしましては、荷役を効率的に扱う

ことができますように、用地の確保も含めて岸

壁整備の要望を、国にこれまでもしてきたとこ

ろでございます。

ただ、これまでのところは、いわゆる取扱量

がそんなに現実的に伸びてないということから、

今のところは新たな岸壁整備、新たなヤードの

整備というのは、今のところ認められていない

状況でございます。

井上委員が御指摘のとおり、こちらのほうが

荷物の取扱量がふえるような、そういう何か工

夫をして、そして現実的に荷物がふえてるよ、

あるいは今後ふえていくよというところをしっ

かり国のほうに御理解をいただく、そういう取

り組みをしながら、要望していくということが
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必要かなというふうには思っているところでご

ざいます。

○井上委員 だから、道路の整備っておもしろ

いんですよ。だから、そういう意味では荷物は

どっかに行くわけですよ、大型トラックはどん

どん動いてるわけよね。だから、口に出して言

うほどのことでもないけれども、志布志に全部

とられてていい問題じゃないって私は思ってる

わけです。自分のところの荷物は、自分のとこ

ろできちんとできないのかなと、そういうこと

やらを含めて思うわけです。

いろいろ工夫されてて、荷物についても補助

金を出したり、いろいろ努力されてることにつ

いては、もう理解しているわけですが、やはり、

その動きとかを含めて、今の時期を逃して、宮

崎県の３港をうまくやる方法は、ほかのときに

あるのかと言われたら、私はないんじゃないか

と思うんです。だから、今の時期を逃すと、本

当に宮崎県は禍根を残すことになるのではない

かというふうに思わざるを得ません。

そして、競争しても別に構いませんが、志布

志港はやるだけのことをやりますから。私もよ

く見に行きますが、そして、いろんな意味で荷

の集まりぐあいというのをデータをとるわけで

すが、そのデータのとり方を見てて、これがう

ちだったらどうなるのかということとか、うち

が道路が悪いからそうなのかと、それだけの問

題なのかというふうに現実に思ってしまうわけ

ですよ。だから、私たちの特別委員会は、これ

は産業活性化の委員会でもあるので、そこを含

めて、せっかく道路が整備されていく、道路を

整備されたと同時に、うちにある財産にきちん

としっかりと光が当たるというふうにしていた

だかないと、どこかに流れていくだけのための

道路をつくるということが私たちの目的ではな

いので、そこはちゃんとわかってていただきた

いという思いがしてならないわけですよ。

だから、そこは、港は昔から─私は流通の

問題は口に出すと難しいから言うなって言われ

たこともあったりしたわけですが、だけど、流

通に手を出さない限りは、やっぱり産業の活性

化はできないと私は思ってるわけです。だから、

そういう意味では、どういうふうにしたときに

我が県の活性化になるのかということを具体的

に見せていただけるといいのかなというふうに

思ってるところなんです。

○図師県土整備部長 先ほど志布志港のお話が

ございました。例えば木材関係につきましても、

たまたまなのかわかりませんが、確かに志布志

港は非常に広いヤードを持っております。それ

に比べまして、宮崎の港というのは、そんなに

広いヤードがないというようなことから、現実

的に、かなり志布志港のほうに木材関係が流れ

てるという話も伺っております。

細島港につきましては、先ほどから話があり

ますように、国際物流ターミナルの整備、それ

とあわせて、その背後地のヤードも、ある程度

確保できました。こういうタイミングを捉えて、

たまたま細島港には中国木材、先日、第１期の

完成式典がございましたけれども、大きな拠点

ができたわけですから、井上委員がおっしゃっ

てるように、この機を捉えて、なぜ志布志港に

行ってるものをこっちに戻せないのか、そのあ

たりも民間の物流業者等とも意見をお伺いしな

がら、県庁内でも商工を初め関係部局と連携を

とって、どこにポイントを当てて工夫していけ

ば、こちらのほうに荷が取り戻せるのか、その

あたりを研究してまいりたいというふうに思っ

ております。

○井上委員 先ほど緒嶋委員が自分たちのとこ
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ろからも、政府に対しても、国土交通省に対し

ても要望を上げに行きたいというふうに言って

おられましたが、私は民主党政権下のときに、

実際、国土交通省に行って、43の重点港湾に指

定してほしいということで積極的にアプローチ

したわけです。そして、43の中に細島港が入っ

たわけですが。

だから、やっぱり具体的に動いて、具体的に

アプローチしない限りは、わからないことはわ

からないわけですよ。伝わっているかどうかと

いうことをきちんと確認するということが、行

政間では非常に大切なことではないかと思うん

です。やっぱり細島港の近辺にいる県議、それ

から油津港の近辺にいる県議、そして私たちの

ように宮崎港の近辺にいる県議は、そういう意

味でいうと、港をどうかしなきゃとか、物流の

問題をどうかしなきゃというのは、常々考えて

いる内容で。だから、せっかく今少し動きが変

わってきているなら、その時期を逃しては絶対

にいけないのではないかということを、私は強

く要望しておきたいと思っています。

そして、これがいろんな意味で、観光の問題

の中にどんどんつながっていくわけだから、観

光も１つではだめなんですね。広い面でないと、

来られている方たちを本当に受けとめる力には

ならないし、おもてなしもできやしないんです。

だから、入ってくる道をいっぱいにしておかな

いといけないということなので、そこは部長に

要望しておきたいと思います。

○図師県土整備部長 同じような話の繰り返し

になるかもしれませんけれども、今、宮崎には

重要港湾が３つございます。細島、宮崎、油津。

ここを結ぶ道路、これが今、東九州が、大分の

ほうはつながりました。県南も今から整備が進

んでまいります。そして、さらに志布志につな

がる都城志布志道路もございます。こういった

道路網と、それから宮崎の３つの港プラス九州

のその他の港、ここを結ぶ物流の流れ、このあ

たりを、やはり全体を把握しないと状況がよく

わからないというところもございますので、先

ほど申しましたように、特に物流関係者等と意

見交換等を重ねながら、宮崎県として、どうし

たら宮崎の港をもっと活用できるのかというと

ころをポイントを押さえて、前向きに検討して

まいりたいというふうに思っています。

○外山委員 先ほど部長がおっしゃった港の整

備についての考え方で、もう毎回、昔から思う

んですが、悩ましいんだけれども、取扱量が伸

びるようであれば整備に向かうと。ということ

は、逆に、我々から考えれば、整備をされたか

ら伸びるという考えもあるんで、この辺が非常

に港湾整備の基本的な考え方の悩ましいとこで

すよね。

例えば、もちろん、道路の整備もそうですけ

れども、港の設備充実があって荷がふえるとい

うことがあるんだけれども、もう長いこと港湾

整備の基本的な考えは、取扱量あるいは需要が

発生したらば、これが非常に悩ましいですね。

その辺は、もうやむを得ないんですか、そうい

う考え方というのは。

○図師県土整備部長 我々としては、国土交通

省に対して、鶏が先か、卵が先かという話なん

ですけれども。もともと、そのスタートライン

に立つような基盤整備をさせてもらわないと先

に進まないということで、これまでも要望して

きているわけでございます。それがなかなか現

実のところは、油津については、今まだ実現し

てないという状況でございますけれども、引き

続いて状況をしっかり国に訴えてまいりたいと

思っております。
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○外山委員 よろしくお願いしときます。

あと、クルーズ船ですけれども、けさも、こ

こへ来る前に、入港が早まったんで、外国船と

いうのは突然、２日ぐらい、１日前かな、11時

入港を８時って変えてきたりするらしいですね。

今回、まさにそれがあって、地元は少し慌てて

準備したんですけれども、けさ８時に寄って見

てまいりました。さすがに大きい船で、飛鳥よ

りもはるかに大きい。

ただ、聞いてみると、きょうはバスが42台。

それぞれのバスがどこへ行ったかというのは、

まだよくわからないんです。というのが、外国

船は、船内でもっていろんなコースを募集する

らしいんですね。だから、出たとこ勝負みたい

な感じがあるので、検証した上で、青島なのか、

鵜戸なのか、飫肥城、いろんなルートとお昼の

食事の対応、これから検証が必要なんでしょう

が。これからあと、７月７日、１週間足らず、10

日足らずで、この倍の船が入るんですよね。だ

から、日南も担当者も検証する間もないうちに、

その倍の船が入ってしまうという状況になりま

すんで。通訳ボランティアも、およそ100名ぐら

い登録があるんだけれども、きょうは20名しか、

なかなか平日の朝早くは難しいですね。だか

ら、20名しか集まらなかったという現状もあり

ます。

ちなみに、こういうとき、もちろんこれを生

かして、いわゆる観光の推進に生かすべきなん

ですけれども、きょう、県の職員の方が現地に

行っておられるということはあるんですか、お

手伝いとか。

○福嶋観光推進課長 きょう、油津港にコスタ

・ヴィクトリアが入港しておりますけれども、

実は毎回行って加勢もしておりますが、きょう

はちょっと特別に、この委員会があるというこ

とで、申しわけございません、きょうは行けて

ない状況です。

それと、きょうお見えになったお客様が行く

コースなんですけれども、一応私どもが伺って

おりますのが３コースありまして、一つは日南

・青島コース、それと日向コース、それともう

一つが霧島コースと、３コース用意されてると

いうふうに伺っております。

○外山委員 今回、滞在時間が長いんで、結構

遠くまで行くんですね。もちろん、油津港湾事

務所の方々はちゃんと現場で見ていました。会っ

てきましたけれども。いずれにしましても、い

ろんな県からの御支援もお願いしておきたいと

思います。結構です、いいです。

○徳重委員 ２点お伺いしたいと思います。

一つは、高速道路の中の志布志道路について

でございます。私は、いつも志布志道路のこと

を発言させていただいておりますが、おかげさ

まで、東九州については開通して非常に効果が

出てると、これは事実でありますが。これ、ス

タートしたのが平成元年かな、たしか26年で完

成したと言っても過言ではないでしょう。志布

志道路がスタートしたのは平成６年なんですね。

もう既に20年たってるんです。20年たって現状

の状況で、まだ十二、三キロしか開通してない

ということで。鹿児島が、平成29年に、これが4.3

キロ開通すると、十二、三キロ開通するという

ことで、鹿児島はあと４キロから５キロで全線

開通ということになるわけです。

宮崎県は、まだ相当なキロ数が残ってしまっ

てるというこの現実を踏まえたときに、いつ完

成するんだろうかと、我々が生きているうちに

完成するのかなというぐらい考えるわけです。

今の流れでいくと、10年かかると言っても過言

でないでしょう。40キロを30年かかって完成す
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るかどうかというのが現況じゃないかと思いま

す。東九州にあっては26年で、倍の86キロじゃ

ないかと思いますが、86キロを二十五、六年で

完成させてるわけですね。

そしてまた費用対効果が、ビー・バイ・シー

とよく言われるんですが、それについても志布

志道路については、高いところは3.4とか3.5と

かいうような数値が部分的には出されておりま

すね。平均３ぐらいあるんじゃないかなと思う。

東九州より高いビー・バイ・シーであることも

事実であります。

そこで、一番私が心配しているのは県境部分

ですよ。県境部分のつながりが、あと４キロ残っ

ているんです。宮崎が２キロ、2.5かな、鹿児島

が２キロ、同じぐらい残っているわけですが、

これをつながないと、今、供用開始してる部分

の経済効果がほとんどないといってもいい。４

キロというのは、かなりの距離ですから、今ま

でどおり大きく迂回しなければ、その志布志道

路に乗れないという、このミッシングリンクの

解消なんて言ってるけれども、ここをやらない

とどうにもならないと、こう考えますときに、

この県境部分はどういう地域かというと、山、

田んぼ、畑、ほとんどそういう状況です。土地

について、そんなにトラブルがあるような状況

にはないと、誰が見ても思えるわけです。その

ことが一向に手をつけられなかった。一体、こ

こはどこに責任があるのかと。行政が積極的に

取り組んでいただかないと、予算もつかなかっ

たはず。去年かな、25年か、整備計画に格上げ

されたと思うんですが、その後においても４キ

ロ、鹿児島県側が余り積極的でないような予算

のつき方のようです。宮崎県が努力されてるこ

とはわかってるんですけれども、これを解消す

るためにも、これだけでも、あと四、五年かかっ

ていくんではないかなとこう思いますときに

─四、五年じゃできないかな。そう考えます

と、10年でも、まだできないんじゃないかとい

うぐらい、我々は心配するんですよ。つながな

いと、道路としての効果は全くないと。ちょう

ど中間が、県境の部分がつながらないと全く、

特に宮崎県側が効果が薄いわけですよ。鹿児島

は県境をつながなくても、平成30年ぐらいまで

には、もう８割完成するわけです。８割から９

割完成する。だから、もう全然、鹿児島県の人

たちにとっては、志布志道路の経済効果なるも

のは全く変わらないと言っても過言でないと、

私はこう思うんです。そこ辺の考え方、県境部

分の取り組みの姿勢が非常に弱いんじゃないか

と思いますが、このことについては、ちょっと

部長の考え方を聞いてみたいと思うんです。

○図師県土整備部長 都城志布志道路の現在の

状況でございます。委員が御指摘の、特に県境

部分ですね、ここについては宮崎県側が今２工

区設定をしております。一つが梅北工区、これ

が2.5キロございます。もう一つ、県境部分に金

御岳工区、これが2.9キロございます。それから、

ついでですが鹿児島側の県境部、ここが末吉道

路、これが2.9キロございます。

まず、宮崎県側の梅北工区2.5キロでございま

すけれども、一応、完成予定年度を平成29年度

というふうに公表いたしまして、現在、整備を

鋭意進めているところでございます。用地につ

いては、１カ所を残して、ほぼ買収済みでござ

います。

それから、県境部の金御岳工区でございます

けれども、ここについても、特に用地関係で、

一括調印の段取りをしていただきまして、たし

か７割程度については用地の契約もいただいて

いるところでございます。
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今後とも、この梅北工区、それから金御岳工

区、これは平成26年度と27年度の予算を比べま

すと、国の状況が非常に厳しい中で、対前年比1.0

の予算をいただきまして11億6,000万いただきま

した。国のほうが厳しい中で、何とか1.0を確保

できましたので、鋭意進めてまいりたいと考え

てます。

それから、直轄の区間でございますけれども、

直轄の全体区間からすると、なかなか供用率が

そんなに上がってないという状況でございます

けれども、平成26年度と平成27年度の予算を比

べますと2.5倍にふえておりまして、10億から25

億にふえまして、こちらのほうも頑張っていた

だいてるという状況でございます。

○徳重委員 今おっしゃったとおり、県の施行

区間も頑張っていただいたし、国の施行区間も

前年度比を上回ったということ、それはわかる

んですが、まだそれでも、あと７キロぐらいは

手つかずの状況にあることは事実ですね、その

状況の。もちろん、買収やらいろいろ入ってい

るでしょう、それは理解できるんです。宮崎県

側も頑張っていただいても、まだ土地の買収も

済んでない状況ですが、諏訪山から県境までの

２キロができたとしても、今度、鹿児島県側が2.9

残ってしまったら、幾ら宮崎県側が頑張っても、

全くつながらないわけですよ。鹿児島県に対し

ての働きかけはどのような形になってるか、

ちょっとお尋ねします。

○瀬戸長道路建設課長 今の委員からの御質問

ですけれども、宮崎県側が金御岳工区として施

行を行っております。鹿児島県側が、先ほど部

長が言いましたように、末吉道路ということで、

平成25年度から事業開始をしております。

平成26年度末の状況で申し上げますと、金御

岳工区が事業の進捗率で12％でございます。用

地進捗率が、先ほど部長が申しましたように約

７割という状況でございます。末吉道路のほう

が、委員も言われましたけれども、延長2.9キロ

ございますけれども、事業の進捗率で８％、用

地の進捗率が18％というような状況でございま

す。

先ほど来、委員が言われておりますように、

鹿児島県側が施工します末吉道路と接続してい

くという道路になっているものですから、今現

在、県の都城志布志道路行政連絡会というのを

設けておりまして、鹿児島県、国、宮崎県が入っ

て、毎年、協議会を開いて連絡体制を整えてる

とこでございます。

以上でございます。

○徳重委員 努力されていることは理解してい

るんですけれども、宮崎県側のほうが経済効果

としては非常に高いと思ってるんです。鹿児島

県ももちろんそうですが、かなりあるんです、

その畜産地域でも。バルク港の志布志の飼料は、

宮崎県側が半分以上受けているんじゃないかと

いう気がするんですが、１日300台ぐらいの車が

往復すると言われておりますから、すごい利用

量なんです。北諸、都城、西諸、そして東諸ま

で入ってくると思うんですが、かなりの利用が

あるわけでありますから、ぜひこれをつながな

いと、さっき言うように４キロ区間が宙に浮い

てしまってる状況ですから、これを何とかしな

きゃいけないということを、もう少し真剣に取

り組んでほしいという気がするわけです。その

ことによって、冒頭申し上げましたとおり、ビ

ー・バイ・シーも3.0以上あるはずです。そんな

効果のあるところが、ほっとかれとるというこ

とは、おかしな話だと。

先ほど、志布志港に、あるいは宮崎港にと、

こういうことで物流をとおっしゃいましたが、
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私は考え方としては、やっぱり県民が所得をふ

やすことだと。どこに持っていこうと、便利の

いい、もうかるような方法をとるのが当然のこ

とじゃないかと、こういう物の考え方です。だ

から、木材が、志布志がその木材とか大型の船

が入るんだったら、経費が安くつくんだったら、

そちらのほうに持っていったほうがいいんじゃ

ないかと。わざわざ遠いところ、宮崎県の港だ

から、そっちに持っていかなきゃならないとい

うことにはならないんじゃないかという、私は

考え方を持ってるんです。

だから、物によっては、もちろんそういう形

で物を集めるということは、志布志であろうと、

宮崎港であろうと、細島であろうと結構なんで

すが、県民が、事業者がもうかることを手助け

していただくのが行政じゃないかと考えており

ますので、この志布志道路については、ぜひと

もこの県境部分を一日でも早く通すということ

が、それが絶対的な条件だと思っておりますの

で、よろしくお願いしたいと思います。

クルーズ船が、非常に多く宮崎県、油津、宮

崎、細島に入るということでは本当に喜ばしい

ことですが、私は外国からおいでになって一番

の楽しみは、やっぱり食だと思うんです。昼飯

がおいしかったと言われるような、宮崎県に行っ

たら、何といっても食がいいと、おいしいとい

うことが一番じゃないかという気がするんです。

もちろん観光地も整備され印象に残るようなと

ころがいいんですが、やっぱり食事をするとこ

ろが一番じゃないかという考え方なんですが。

今までもかなり、平成24年度も20回もおいでに

なっていますので、それなりのものはあると思

うのですけれども、やっぱり宮崎県オリジナル

の食材というか、おいしいものを思い切って食

べさせてやれるような場所が、今まで来ていらっ

しゃるからあると思うんですけれども、100

人、200人、一番大きい食堂というか、観光地で

入れる場所というのはどれぐらいのもんでしょ

うか。バスが５台、10台行っても、入れるよう

なところがあるものでしょうか、食事をする場

所。

○福嶋観光推進課長 日向のほうは、これまで

７万トン級の外国クルーズ船を何回も受け入れ

ていらっしゃって、ある程度、食事場所の確保

などについても熟知されているというか、受け

るのは地元のランド社、国内のランド社といっ

て、例えばＪＴＢさんとかが受けをやるわけな

んですけれども、ある程度確立はされていると

思います。

それで、北のほうは幾つかあると思うんです

が、今回、油津のほうがこれだけの大型船を迎

えるのは初めてということで、いろいろ御苦労

はされていると。実際、多いときは70台とか100

台とかいうバスになります。分散しているとき

は、もちろん３カ所とかに分かれていって、少

しでも少ない数で回すようにはするんですけれ

ども、実際受け入れが可能なのは、今のところ、

宮崎市内のシーガイアですとか、ＡＮＡホリデ

イ・イン・リゾートですとか宮崎観光ホテルさ

ん、このあたりで時間差でお客様を受け入れる

ということになろうかと思います。

今度の一番大きい16万トンのクァンタムです

と、大体3,000人ぐらいのお客様が一遍におりて

こられるということで、さらに７日のボイジャ

ーですと台湾からお越しで、温かいものが食べ

たいという御要望があったりします。そういう

要望を受けられるところを一生懸命探して、そ

ういったお客さんを時間差で回していくという

ような工夫をするというふうに伺っております。

○徳重委員 せっかくおいでになって、おいし
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かったと、またあした頑張ろうと、また次の場

所に行ってもおいしい料理をいただけるという

ようなことが、おいでになる観光客にとっては

本当にいい思い出になるし、また次の人におつ

なぎできる、リピーターになっていただける、

あるいは周りの方につないでいただけることに

なると、こう思うんです。そうなりますときに、

料理が２カ所、３カ所分かれても、やむを得な

いと思うんですけれども、ある程度統一したも

のというか、そういった指導というか、お店同

士ではなかなかできないと思うんですが、こう

いったものはどうでしょうかとか、何かそういっ

たものがあるもんでしょうか。県としてという

か、受け入れをするという立場のおもてなしの

気持ちの中で同じようなものをつくっていくと

か、メニューみたいなのはできているもんでしょ

うか。

○福嶋観光推進課長 実際は受けるところが大

きなホテルであったり、分散するということで、

なかなか統一メニューというのは難しいかと思

うんですが、来られる方が、例えば上海から来

られる方、あるいは台湾から来られる方、それ

ぞれ嗜好、こういうものをぜひ入れてほしい。

例えば台湾ですと焼きそばが必須だとか、そう

いうのもございます。ですから、まずはあちら

の御要望を受けた上で、あるいは、こちらのほ

うは受け側の特色を出すような、宮崎の食材を

使ってという形で、予算の中で折り合いをつけ

て食事を出されることになろうかと思います。

ただ、せっかく宮崎に来ていただいて、食の

おいしいところだという自負もありますので、

そこを楽しんでいただけるように十分工夫はし

ていきたい、そういうお話をしていきたいとい

うふうに考えてます。

○徳重委員 宮崎は何といっても和牛日本一と

いうことで、肉は絶対的に自信があると私も思っ

ているんですが、宮崎県においでになった方に

は必ず肉を出すとか、あるいは、おいしいマン

ゴーでも出すとかいうような考え方はないもん

ですか。

○福嶋観光推進課長 牛肉やマンゴーは、出し

たら本当に喜ばれるであろうというのは、私ど

もも考えるところなんですけれども、クルーズ

で見えると、やはり昼食だけになります。朝、

下船してこられて、半日あるいは一日観光され

て、夕方には船に戻ると。そうなりますと、昼

食で牛肉、ステーキとかはなかなか難しいのか

なとは思うんですけれども、食材の中にそうい

うのを入れ込んでいただいて、少しでも日本一

の和牛を楽しんでいただけたらということは、

もう十分理解できるところでございます。

○押川委員長 ほかにございませんか。

○島田委員 部長にちょっと要望なんですけれ

ども、一つのものができ上がって、波及効果を

もたらして、産業が浮いてくる、観光も浮いて

くる。そういう考え方の中で、例えば細島港が

物流港ができて、産業港として活用できるとい

うことはわかるんですけれども、人口減少によっ

て高齢化が進みますよね。労働人口はおのずと

減ってくる中で、細島港ができて、物流港とし

て企業が活性化するようなこともできなければ、

意味がないと思うんです。

その中で、私は油津港にクルーズ船が来たこ

とによって、悩んでいる部分が何カ所もあるん

です。例えば、宮崎県の観光の中で大型バスを70

台ぐらい予定して、その中でいろんな地区を回

らなければならないんですけれども、観光とし

て、今メーンになっているところがだんだん廃

れて、特別なところがないということですから、

観光にも力を入れていって併用していかなけれ
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ばならないと思うんです。

一つは、今度は外国人がそれだけ来るわけで

すから、外山委員が言われたように通訳の関係

なんです。大型観光船で外国の人が来て通訳を

求めるのに、私は高校の校長先生と話をして、

高校の３年生になると英検２級とか取るもんで

すから、その中でそういう研修を、例えば現場

の中の研修だから、子供の成長が早くなるとい

うことでしたので、併用したことになって、経

済はずっと上がるわけじゃないですか。

それと、あと一つは、地元の活性化につなが

るような対策です。これは県土整備部長が横断

的に港の整備をしますよということによって、

波及効果をこれだけもたらすんだよというのを

やっていただければ、宮崎県の経済というのは、

おのずともうかると思うんです。

志布志港がやってるのは畜産の飼料が多いん

ですけれども、その畜産の飼料会社がおろして

いくことによって、かなりの車が動くんですよ、

大型自動車が。大型自動車が動くということに

なってくると、そこにまた運転手も動く、労働

人口も入ってくる。そして、今は女性のオペレ

ーターが多いんですよ。それから、ガソリンス

タンドが潤っていくということで、１万5,000人

から１万9,000人の人たちが移動人口の中に活性

化するということになるわけですから、地域は

おのずと総産業が上がっていくということにな

りますから、やはり港をつくることによって、

これだけの波及効果をもたらすんだよというこ

とで横断的な話し合いをしていただければ、な

おさら、これは浮上するんじゃないかと思って

おりますので、そこだけ、またいろいろと御検

討していただければと思っておりますので、よ

ろしくお願いします。

以上です。

○押川委員長 要望でいいですか。ありますか。

○図師県土整備部長 私も、あんまり港湾とい

うのは、長く仕事をしてるわけではなくて、こ

こ数年携わってるわけなんですけれども、非常

に底の広い産業といいますか、拠点だなという

ふうに思っています。港湾、あるいは高規格道

路、高速道路ですね、こういう本当に骨格とな

る社会基盤が整備されると、裾野の広い、たく

さんの県民のところに影響があるんだというの

を、最近つくづく感じているところでございま

す。

先ほど、社会基盤のストック効果、これをしっ

かり検証するという話をさせていただきました

けれども、今まさに、県だけではないんですけ

れども、まず県庁の中で横の連携をしっかりとっ

て情報交換、まず、これをしっかりとる。そし

て、特に産業界の皆さん、物流業界ですとか、

宮崎の場合には畜産業、あるいは林業、こうい

う産業も全部含めて、物流にかかわる方々の情

報をしっかり入れて、そして全体の流れがどう

なってるのかというところを、全体をやっぱり

把握していって、その中でポイントをしっかり

押さえて、そこに焦点を当てて、例えば県で支

援をするとか、そういうことを取り組んでいく

ことが大事なのかなというふうに思っていると

ころでございます。

先ほどから申してるように、東九州も整備が

進み、油津港のクルーズ船も来、細島も整備が

進み、そういう状況の中で、今まさに宮崎、我

々が頑張らないといけない、そういう状況だと

思っていますので、しっかり連携をとってやっ

ていきたいと思います。ぜひ、御支援、よろし

くお願いしたいと思います。

○島田委員 よろしくお願いします。

○井本委員 観光振興計画について、ちょっと。
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策定に当たって、ほかの県と違うというか、何

か差別化というか、そういうことをしなくては

いけないということで、いろいろ考えてこられ

たんでしょうけれども。

基本計画を見ると、神話の源流みやざきとし

てのブランド定着と、こういうふうなのが最初

に来ている。昔、宮崎は新婚旅行のメッカとい

うのが、これがブランドだったんだけれども、

あれは結局だめになってしまって、新しいブラ

ンドを考えなくてはいけないということで、こ

ういうのを考えられたんだろうと思うんです。

それはそれで恐らくいいんだろうと思うんだけ

れども。何度も言うように、この前も本会議で

丸山議員が言っていたように、神武天皇は宮崎

から出ているじゃないかというのを何で前面に

出さないのかというのを、ファーストエンペラ

ーって言った、あのときは。あれを何でもっと、

私は、天皇家のふるさとというのを何で言わな

いのかと、前も言ったんだけれども。実際、神

武天皇が出たとこだと、こういうことを古事記

には書いてあるわけだから、私はもっと前面に

出してもいいんじゃないのかと思うんだけれど

も、その辺のことはどうなのか。

○松浦記紀編さん記念事業推進室長 御質問の

とおり、特に外国人に向けてお話をするときに、

ファーストエンペラーがお生まれになった場所

ですよというふうなところでお話をすると、か

なり反応がいいというか、関心を高く持っても

らえるということはございます。

一応、学術的なところで言われているところ

でいいますと、そういうふうなお話について、

史実として、そのまま語っていいかどうかとい

うようなところになってくると、いろいろ見解

があるようでございますので、そういう神話の

中のお話としては、宮崎が第１代の天皇の発祥

の地であるというふうなことについては、私ど

ももこれからどんどん前に出していきたいとい

うふうに思っております。特に外国に向けては、

そういったふうな物の言い方というのも、一つ、

工夫のしようがあるのかというふうに思ってお

ります。そこを入り口として、本県の神話に関

心を持ってもらえるような形を考えてまいりた

いというふうに考えております。

○井本委員 外国人だけじゃないのよ、日本人

全員に私は知ってもらいたいと思う。そして、

確かに学術的と言っていたら、これはわからん

のよ、はっきり言って。私もいろいろ読んでみ

るけれども、確かにいろいろ説があって。だけ

ど、古事記に書いてあるんだから。

そして、京都大学の何ていう人やったか、「天

皇家の“ふるさと”日向をゆく」か。あの人が、

わざわざ天皇家のふるさとと言ってくれている

のだから、何でそれを（「梅原さん」と呼ぶ者あ

り）梅原さんか、言ってくれているのだから、

彼が言っていますよと言えるだけのことだから、

私はもっと前面に出してもいいんじゃないかと

思いますが、それはそれでいいです。

もう一つ。29ページですが、推進主体。観光

というのは、私はまちおこしに似てると思うん

です。まちおこしで成功してるところは、大概、

観光で成功してると思うんです。まちおこしと

いうのは、行政が中心になったら、私は成功し

ないと思う。こうやってみたら、主体になった

ときに、こっちのほうは全部、丸やらがずっと

多いじゃないですか。やっぱりこっち側の民間、

観光事業者とか県民とか、こういう人たちが中

心になるように仕向けていかないと、私は本当

のまちおこしにならないと思うんです。

宮崎観光の岩切章太郎さん、あの人は民間の

人ですよ。佐藤棟良さんみたいな人が跡を継い
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でやるつもりだったんですが、失敗してしまっ

たんだけれども。民間の中心になるような人が、

本当は観光を引っ張っていくのが、私は一番い

いんじゃないのかと。実際、そういう例で宮崎

はやってきたんだから。

だから、ここにあるように、やっぱり行政と

いうのは─皆様に言うちゃ失礼だけれども

─一生懸命になりませんよ、はっきり言って、

自分のことじゃないから。また、二、三年に１

回かわるわけでしょう、あなたたちは。私は、

あなたたちが中心になったらいけないと思う。

民間の人たちは自分のことだから、彼らが一生

懸命やるように仕向けていかんと、そういうも

のの体制を何とか私は組んでいただきたいと思

うんだけれども、課長、どう思う。

○福嶋観光推進課長 今、議員が言われるとお

りのことを私どもも考えまして、あえて、この

推進体制というのを入れて計画をつくったとこ

ろです。例えば、世界一の観光国であるスイス

なども、まさに地元の方々がみずから立ち上がっ

て、あれだけの観光をつくり上げたというふう

に伺っております。

それで、私どもとしても、先ほど御説明しま

したプロジェクトチームにおいては、行政が、

一応、私どもが声はかけますけれども、事業者

の皆さん、あるいは地元の皆さんと一緒になっ

て、その後に戦略がちゃんと実効性のあるもの

になるように、それぞれ、ここは行政があとは

やらないといけない、ここは事業者がやらない

といけないというところを、当事者意識を持っ

て取り組めるように進めていきたいというふう

に考えているところです。

○井本委員 よろしくお願いします。

○新見委員 クルーズ船の受け入れに関して、

先ほど徳重委員が食事について言及されました

けれども、もう一つの楽しみといったらショッ

ピングじゃないかと思います。このショッピン

グも、たくさんの方々が来られることによって、

いろんな対応の仕方もあると思うんですが、

ショッピングに関しての現状、どういったふう

になってるか、ちょっと教えてください。

○福嶋観光推進課長 おっしゃるように、食と

並んでショッピングは、非常に楽しみにされて

いるものの一つだというふうに伺っております。

そこで、今回、非常に大勢の方がお見えにな

るんですけれども、イオンとかそういったとこ

ろに連れていくのは、一つあるかと思います。

それと、今回の日南の例でいいますと、日南

の油津の商店街にシャトルバスを出しまして、

観光に行かなかったクルーの方々とか、船内に

残られたお客様にも油津商店街の買い物を楽し

んでいただく、あるいは岸壁において物産展、

協議会を構成してます10市町において観光物産

展というのを開催しまして、自慢の品々を買っ

ていただくというような計画をしているという

ふうに伺っております。

○新見委員 いわゆる爆買いという表現が最近

はやりですけれども、これもいつまで続くかわ

かりませんが。また、この寄港先が、先に大都

市に行って宮崎に来るか、宮崎に先に来て、大

都市に後で行くかによって、やっぱり買い物の

対象となるものも、かなり変わってくるんじゃ

ないかと思いますが、いわゆる先に宮崎に来た

ときの爆買いの対応とか、そこ辺はどんなです

か。やっぱり大型ショッピングモールで対応し

てもらうという状況なんでしょうか。

○福嶋観光推進課長 実際には、宮崎がラスト

ポートになるほうの可能性が大きいんですけれ

ども、仮に宮崎に来て、その後に広島に行くと

かいうケースがあったとしても、よく売れるの
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が、例えばカメラとか炊飯器であるというふう

な情報がございますので、そういったものを中

心に品ぞろえをしているという話も伺っており

ます。

ただ、宮崎以外は博多とか広島とか、そういっ

たところが多うございますので、お客様方も、

例えば大きな家電製品とかそういったものは都

会のほうで求められるというのはあるかと思い

ます。本県では、本県ならではのお土産物とか、

いっぱい買っていただけたらありがたいという

ことで品ぞろえは考えているというところでご

ざいます。

○新見委員 最後にしますが、平成24年もそれ

なりに多くの船が寄っておりますけれども、こ

ういったときにショッピングについての感想と

か、そういうのがまとまっていれば教えてくだ

さい。過去の寄港のときのショッピングについ

ての不満とか満足度とか、そういうのが何かま

とめてあれば教えてください。

○押川委員長 アンケートか何かされて、それ

を取りまとめたものがあるかないかということ

ですね。

○福嶋観光推進課長 ７万トン級が日向に何度

か来ておりまして、日向のほうでは経済効果の

調査とかもやったというふうには伺っておりま

す。

具体的にどういったものが売れたかというの

は、ちょっと私のほうで今手元に資料がないん

ですけれども、やはり1,000人規模、７万トンで

したら、大体1,000人規模ですね、お越しになっ

たときに、やはり1,000万ぐらいの売り上げとか

があったというふうなお話は伺っているところ

です。

○押川委員長 よろしいですか。もうほかには

ございませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○押川委員長 ほかに質疑はないようでありま

すので、これで終わりたいと思います。執行部

の皆様、ありがとうございました。

暫時休憩いたします。

午前11時53分休憩

午前11時54分再開

○押川委員長 委員会を再開いたします。

協議事項（１）の県内調査についてでありま

す。

まず、県内調査の日程については、前回の委

員会において、皆様方に御了解をいただいたと

ころでありましたが、調査先との調整の都合上、

県北地区と県南地区の日程を入れかえ、７月29

日から30日を県南調査、８月26日から27日を県

北調査としたいのですが、いかがでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○押川委員長 ありがとうございます。それで

は、そのように進めさせていただきます。

それでは、資料１をごらんください。

ただいま、皆様の御了解をいただいた県南調

査についてです。前回の委員会におきまして、

県内調査先については正副委員長に御一任いた

だいたところですが、ごらんのような日程案を

作成をいたしました。

まず、１日目は、日南市役所と油津港に伺う

予定としております。

日南市役所においては、日南市観光振興計画

について調査したいと考えております。

次に、本日御説明をいただきました油津港に

ついて、大型クルーズ船誘致のための環境整備

状況について、現地調査をしたいと考えており

ます。

次に、２日目になりますが、鹿児島県庁と霧
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島市役所に伺う予定としております。

鹿児島県庁では、観光振興基本方針について

調査するとともに、交通体系の整備と課題につ

いて調査したいと考えております。

霧島市役所では、オルレやジオパークの取り

組みについて、地域の特色を生かした観光資源

の開発と観光誘客の取り組みについて調査した

いと考えております。

県南調査につきましては、調査日が迫ってお

り、調査先との調整もある程度進めていただい

ておりますので、できれば、この案で御了解い

いただきたいと思いますが、よろしいでしょう

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○押川委員長 それでは、そのように決定をい

たします。

なお、諸般の事情により、若干、変更が出て

くる場合もありますから、正副委員長に御一任

いただければありがたいと思います。

なお、８月末の県北調査の日程につきまして

は、次回の委員会の際にお示しをしたいと思い

ます。よろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

○押川委員長 次の協議事項（２）であります

けれども、次回委員会につきましては、７月23

日木曜日に開催を予定しております。

次回委員会の執行部への説明、資料要求につ

いて、何か御意見や御要望はございませんでしょ

うか。ございませんか。ないようであれば、正

副委員長に御一任をいただきたいと思います。

最後になりますが、協議事項（３）その他で

委員の皆様から何かございませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○押川委員長 次回の委員会は、７月23日木曜

日午前10時から予定をしておりますので、よろ

しくお願いいたします。

それでは、以上をもちまして本日の委員会を

閉会いたします。御苦労さまでございました。

午前11時59分閉会


